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○
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
五
号

令
和
元
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
号
（
輸
入
貿
易
管
理
規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣

が
告
示
で
定
め
る
貨
物
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

附

則

（
施
行
期
日
）

一

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

二

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

輸
入
割
当
て
を
受
け
た
輸
入
割
当
証
明
書
に
係
る
輸
入
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


